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業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要

１．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定
事項は、以下のとおりであります。
（1）取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制
① 「行動規範」およびコンプライアンス諸規程を取締役および使用人の

行動規範とし、代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役および
使用人に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提と
することを徹底する。

② 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力およ
び団体とは断固として対決し、決して経済的な利益供与をしないこ
とを徹底する。

③ 代表取締役社長が委員長となるコンプライアンス委員会を設置し、
感動創造支援部が中心となり全社横断的に統括する。

④ 違反または違反行為を発見した場合は、「内部通報規程」に従いすみ
やかに報告し、処置または対策を命ずるほか、必要に応じて月次の
取締役会において協議する。

（2）取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
① 「文書管理規程」に従い、取締役および執行役員（以下、役員とい

う。）の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書
等という。）に記録し、保存するものとし、必要に応じて取締役、
監査役等が、閲覧可能な状態を維持する。

② 法令または取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、「リスク管理方針」に基づき、経営に影響をおよぼす部門横

断的なリスクを認識し、評価し、適切に対応するため「リスク管理
規程」を制定し、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。

② リスクに関する統括部署は感動創造支援部とし、各部署における損
失の危険に繋がりうるリスクの洗い出し・評価、リスクに対する対
応状況を把握し、リスクの防止および会社損失の最小化を図る。

③ リスクの現実化に伴う危機に備え、経営危機が発生した場合の対応
として「経営危機管理規程」を制定し、迅速かつ適切に対処すること
により損失の最小化に努める。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、「取締役会規程」に基づき毎月１回取締役会を開催し、重要

事項の決定および取締役の業務執行状況の監督等を行う。
② 取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、次の会議

等を行う。
・経営ユニットミーティング

執行役員、各部門の部長、各支配人等により構成され毎週１回
開催。業務執行に関する基本事項および重要事項を協議し、取
りまとめを行う。

・ガバナンスユニット
一部の役員および執行役員等により構成され、経営をサポート
するため各構成員の知見および経験を活かし、経営ユニットに
対して経営課題等に対する助言を行う。

・経営会議
常勤取締役、執行役員、各部門の部長により構成され毎週１回
開催。重要な案件について事前協議を行う。

・報告会
常勤取締役、執行役員、各部門の部長、統括マネージャー、マ
ネージャーにより構成され月１回開催。事業内容の定期的な報
告を行う。

③ 議事録は、「文書管理規程」に従い、記録し、保存するものとし、必
要に応じて少なくとも10年間は、閲覧可能な状態を維持する。

④ 「金融商品取引法」に基づき、財務報告に係る信頼性を確保するた
め、当社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運
用する。

（5）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合にお
ける当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に
関する事項、監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

① 監査役の職務を補助すべき使用人は置かないものとする。ただし、
監査役は必要に応じて感動創造支援部長の了承を得た上で、各部署
の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるもの
とする。また、その使用人は、監査役からの命令に関して独立性を
図るため、取締役からの指揮命令を受けないものとし、その指示の
実効性を確保するものとする。
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② 監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価等は監査役会
との協議のうえ決定するものとする。

③ 内部監査室は、必要に応じて監査役を補助する。
（6）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役

への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制

① 監査役は、経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締
役会に出席する。必要なつど取締役または使用人に対して、報告や
関係資料の提示を求めることができる。

② 監査役は、取締役会のほか重要と思われる会議に出席することがで
きる。

③ 当社の決算情報、稟議書、営業報告等、監査役業務の遂行に必要な
情報を、保管文書を介して、監査役はいつでも閲覧できる。

④ 取締役は会社に著しい損害をおよぼす恐れのある事実を発見したと
きには、直ちに監査役会に報告する体制を確保する。

⑤ 報告を行った者に対し、報告したことを理由として不利益が生じな
いことを確保するものとする。

（７）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役と代表取締役、業務担当役員との間の定期的な意見交換会を

行う。また、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、
情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

② 監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談することがで
き、その費用は会社が負担するものとする。
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２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
「業務の適正を確保するための体制」に基づき、社内体制を整備すると
ともに、適切な運用に努めております。当事業年度における業務の適正
を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
（1）取締役の職務の執行
取締役会を12回開催し、経営に関する重要事項の決定、業務執行状況

の報告等について活発な意見交換が行われ、監督がなされております。
（2）コンプライアンス体制
「コンプライアンス委員会」を４回開催し、コンプライアンスの順守状
況等の報告を行うとともに、問題点を洗い出し、その改善を図っており
ます。
（3）リスク管理
「コンプライアンス委員会」において、当社におけるリスクを検証し、
その管理状況の確認および情報共有を行っております。
（4）内部監査
内部監査室が年間の監査計画に基づき、各部門において書類の閲覧お

よびヒアリング等を通じて監査を行っております。
（5）監査役の職務の執行
監査役会を13回開催し、監査に関する重要な報告を受け、協議およ

び決議を行っております。また、監査計画に基づき、取締役会等の重要
な会議に出席し、代表取締役社長、社外取締役、会計監査人、ならびに
内部監査室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の職務執行
の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっておりま
す。
最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっておりま
す。また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可
能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっ
ております。

・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっておりま
す。また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法によっております。

・リース資産
所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

4. 引当金の計上基準
・賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。

・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の
見込額に基づき、計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算は、退職給付に係る事業年度
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。
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5. 収益および費用の計上基準
（1）映画館関連事業

映画館関連事業においては顧客に対して映画を鑑賞するサービスを提供
しており、予め取り決められた鑑賞料金を取引価格として、映画を鑑賞
するサービスを顧客が享受した時点で収益を認識しております。
また、映画館の会員に対して付与したポイントは、履行義務を充足して
いないものとみなし、収益として認識しておりません。
一方、会員が使用したポイントは履行義務を充足したとみなし、収益と
して認識しております。
映画館売店においては、顧客に対して飲食物、商品等を提供しており、予
め取り決められた飲食代金、商品代金等を取引価格として、飲食を提供す
るサービス、商品等を顧客が享受した時点で収益を認識しております。

（2）飲食店関連事業
飲食店関連事業においては、顧客に対して飲食物を提供しており、予
め取り決められた飲食料金を取引価格として、飲食を提供するサービ
スを顧客が享受した時点で収益を認識しております。

（3）不動産賃貸関連事業
不動産関連事業においては、契約者に対して不動産を貸与しており、
賃貸借契約により取り決められた賃貸サービスの対価を取引価格とし
て、不動産を賃貸するサービスを契約者が享受した時点で収益を認識
しております。

（4）看板製作及び広告関連事業
看板製作及び広告関連事業においては、顧客に対して看板等の製作物を
作成して納めており、予め取り決められた看板等の製作物の対価を取引
価格として、看板等の製作物を顧客に引き渡した時点で収益を認識して
おります。
看板製作及び広告関連事業に関する取引の対価は、製作物等の引き渡し
後、概ね1か月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権につ
いて、重要な金融要素の調整は行っておりません。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性
・当事業年度計上額 39,941千円
上記金額は繰延税金負債との相殺前の金額です。

・その他見積りの内容に関する理解に資する情報
繰延税金資産は、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、その回収
可能性の会計上の見積りを行っています。
なお、将来の不確実性な経済条件の変動により、今後の実際の推移がこ
の仮定と乖離する場合には、翌事業年度の繰延税金資産の金額に重要な
影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産

現金及び預金（定期預金） 5,000千円
建 物 533,337千円
土 地 39,261千円
合 計 577,598千円

上記に対応する債務
１年以内長期借入金 34,992千円
長期借入金 553,346千円
合 計 588,338千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額
2,501,375千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数
普通株式 540,000株

2. 当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 9,443株

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力

発生日
令和６年６月26日
定時株主総会

普通
株式 21,225 40 令和６年

３月31日
令和６年
６月27日

令和６年11月13日
取締役会

普通
株式 15,916 30 令和６年

９月30日
令和６年
12月３日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年
度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額(千円)

１株
当たり
配当額
（円）

基準日 効力
発生日

令和７年６月24日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金 15,916 30 令和７年

３月31日
令和７年
６月25日
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（税効果会計に関する注記）
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 1,477千円
賞与引当金等 6,708千円
未払事業所税 1,160千円
ゴルフ会員権評価損 3,913千円
減価償却超過額 603千円
退職給付引当金 26,233千円
契約負債 18,520千円
長期未払金 6,755千円
繰越欠損金 191,723千円
資産除去債務 28,412千円

小計 285,508千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額 △172,360千円

将来減算一時差異等の合計に
係る評価性引当額 △73,206千円

繰延税金資産合計 39,941千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △130,157千円
資産除去債務に対応する除去
費用 △11,071千円

繰延税金負債合計 △141,228千円
繰延税金資産（△は負債）の純額 △101,287千円
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、主にシネマ事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な
資金（主に銀行借入）を調達しております。

（2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、
投資有価証券は、市場価格のリスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金およ
びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要
な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で20年
であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに
晒されています。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社は、与信管理規程に従い、営業債権等について、各事業部門が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および
残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握や低減を図っております。
投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況
を把握しております。
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・
更新し、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に
おいては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
令和７年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額
については、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,020,439 1,020,439 ー

資産計 1,020,439 1,020,439 ー
長期借入金 588,338 588,338 ー
リース債務 249,201 249,201 ー
長期未払金 68,558 68,558 ー

負債計 906,097 906,097 ー
(注)1．現金及び預金、受取手形、売掛金、ならびに買掛金は短期間で決済されるため時価が帳

簿価格に近似することから、注記を省略しております。
2．市場価格のない株式等

区 分 貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 550

上記については「有価証券及び投資有価証券」に含めておりません。
3．投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い。投資信託の基
準価額を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。
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3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要
性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価 同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場

価格により算定した時価

レベル２の時価 レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なイ
ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に
は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定にお
ける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産
時 価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 561,144 ー ー 561,144
その他 ー 300,000 ー 300,000

資産計 561,144 300,000 ー 861,144
(注)1．時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

・有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され
ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有
しているその他有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価
格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

2．一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみ
なす投資信託については含めておりません。当該投資信託の貸借対照表計上額は
159,295千円であります。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融負債
時 価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 ー 588,338 − 588,338
リース債務 ー 249,201 ー 249,201
長期未払金 ー 68,558 ー 68,558

負債計 ー 906,097 ー 906,097
(注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

・長期借入金、リース債務
時価が帳簿価額と近似していることから、レベル２の時価に分類しております。
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（賃貸等不動産に関する注記）
1. 賃貸等不動産の概要
当社は、名古屋市において、賃貸商業施設（土地を含む）等を所有してお
ります。令和７年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は
17,582千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）で
あります。

2. 賃貸等不動産に関する貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動
並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法

貸借対照表計上額 決算日における
時価（千円）当事業年度

期首残高（千円）
当事業年度
増減額（千円）

当事業年度
期末残高（千円）

945,346 561,054 1,506,401 2,956,374
(注)1．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2．増減額のうち、主な増加は賃貸不動産の取得（581,109千円）、主な減少は減価償却費
（22,154千円）等であります。

3．時価の算定方法
期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標
等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

（持分法損益等に関する注記）
関連会社は、損益等からみて重要性が乏しいと判断し、持分法を適用した

場合の投資損益の金額は算出しておりません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
役員および個人主要株主等

種 類 会社等
の名称

議決権の所
有(被所有)
割合

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引金額
(千円) 科 目 期末残高

(千円)

役員が代表
権を有して
いる会社

トヨタ不動産
株式会社

被所有
7.53％

建物
の賃借

家賃他
の支払 280,330 前払

費用 25,671

保証金
の差入 60 差入

保証金 275,757

松竹
株式会社

被所有
3.76％

映画の
配給他

商品他
の支払 174,751 買掛金 49,023

装飾物
の製作他 21,019 売掛金 1,008

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. トヨタ不動産株式会社については、当社取締役山村知秀氏が代表取締役社長を務めてお

ります。
2. 松竹株式会社については、当社取締役髙喬敏弘氏が代表取締役社長 社長執行役員を務
めております。

3. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。
4. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

その他 合計
シネマ ア ド 不動産賃貸 計

売上高
映画館関連 2,843,689 ー ー 2,843,689 ー 2,843,689
飲食店関連 154,132 ー ー 154,132 ー 154,132
看板製作及び
広告関連 ー 287,457 ー 287,457 ー 287,457

顧客との契約
から生じる収益 2,997,821 287,457 ー 3,285,279 ー 3,285,279

その他の収益 ー ー 81,280 81,280 ー 81,280
外部顧客への
売上高 2,997,821 287,457 81,280 3,366,559 ー 3,366,559

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

ー ー ー ー ー ー

計 2,997,821 287,457 81,280 3,366,559 ー 3,366,559
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2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針に係る事項
に関する注記) ５.収益および費用の計上基準」に記載のとおりです。

3. 当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約負債の残高

顧客との契約から生じた債権および契約負債の期首残高および期末残高
は、下記のとおりであります。

当事業年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 250,229千円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 241,813千円
契約負債（期首残高） 56,239千円
契約負債（期末残高） 58,944千円
契約負債は主に、当社の映画館で提供しておりますポイント制度におけ
る当該ポイントのうち、期末時点において履行義務を充足していない残
高であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
未充足の履行義務は当事業年度末において58,944千円であります。当該
履行義務は映画館関連事業におけるポイント制度における当該ポイント
のうち、期末時点において履行義務を充足していない残高であり、期末
日後１年以内に約75%、残り25%がその２年以内に収益として認識され
ると見込んでおります。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 6,007円66銭

2. １株当たり当期純損失 159円50銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当する事項はありません。

（その他の注記）
記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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